
◆ 貸館業務について コロナウイルス感染症対策として館内入口には、消毒液を設置しているほか、施設貸出し 

の際には利用者の皆様に使用した部屋の消毒・清掃にご協力いただきます。（利用する方：来館前には、ご自宅で

の検温。入館時には、手洗い・手指の消毒、マスク着用にご協力ください。また、部屋を利用する際は、密閉、密集、

密接を避けるなど感染予防にご協力をお願いいたします。） 

◆ 共有スペースの利用について 共有スペースにつきましては、コロナウイルス感染症の感染者が出た場合に 

感染経路が追えないことなどから引き続き利用を休止しています。ご理解とご協力をお願いいたします。 

◆ 通常の窓口業務時間 ＜平日・土日＞午前８時３０分から午後５時１５分まで（祝日を除く） 

◆ 証明書発行業務の取扱日時 ＜ 平 日  ＞午前８時３０分から午後５時１５分まで 

＜日曜 開庁＞２月５日（日）午前９時から午後４時まで （次月は３月５日） 

◆ ペットボトルキャップ回収についてのお願い
   コロナウイルス感染症等の衛生面から、キャップはよく洗浄をし、乾燥させてから回収箱に 
◆入れるようご協力お願いいたします。※持ってきたビニール袋から出して入れてください。

１月２７日（金） の安全・安心パトロールは中止となりました。 

※次回の安全・安心パトロールは、２月２４日（金）午後7時から各班、各ルートで実施します。ご参加よろしくお願いいたします。

越谷市が市民のスポーツ・レクリエーションの普及、振興のため、地区スポ・レク推進委員会のもとに地区内の小･

中学校体育施設（校庭・体育館）をあらかじめ登録された団体に学校教育に支障のない範囲で開放しています。 

申請書を提出した団体が、条件を満たしているか検討のうえ、許可書を発行します。 

▼ 開放施設  ① 南越谷小学校 （校庭・体育館） ② 富士中学校 （校庭『ナイターのみ』） 

▼ 対象活動  南越谷地区住民が組織的に行うスポーツ・レクリエーション活動 

▼ 提出期間 ２月１５日（水） 午後５時まで 期限厳守 ※基本的に書類は郵送にて提出してください。

▼ 提出場所  南越谷地区センター・公民館   

▼ 提出書類  ① 学校体育施設利用団体登録申請書 ② 学校体育施設利用団体会員名簿 

（既存登録団体へは代表者へ書類を郵送しています。新規登録希望団体は、地区センターへ電話・窓口まで問合せください。）

▼ 団体登録できる条件 
・南越谷地区内に住所を有する方々で組織された団体であること 
・原則として１０名以上で組織された団体であること 
・青少年団体にあっては、監督者として成人が含まれていること 
・南越谷地区の諸活動に積極的に参加できる団体であること 
・南越谷地区スポ・レク推進委員会に委員を選出すること 
・営利団体ではないこと 

▼提出後の動き 登録申請があった団体へ利用予定表等をお送りします。内容を確認し、３月５日（日）までに返信を 

▼提出後の動き いただき、団体間での調整を行った後、確定した利用予定表等を改めて郵送させていただきます。 

※団体間での日程調整については、新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、当地区センターを 

利用した会議になる場合もあります。その場合は追ってご連絡いたしますので、ご了承ください。 

南越谷小学校・富士中学校敷地内は全面禁煙です。敷地外であっても喫煙マナーを守りましょう！ 

一般社団法人日本善行会が主催する善行表彰において、南越谷地

区在住の飯島孝子さんが長年にわたる青少年の育成及び指導の功

績が認められ令和4年度秋季善行表彰を受賞されました。 

おめでとうございました。（埼玉県で3名受賞） 
※日本善行会の表彰とは、青少年、交通安全、社会福祉、人命救助などの種類

があり、ボランティアの方々によって行われている様々な善行活動について、

その行為を称え表彰されるものです。 


